
第  １４  号議案  

 

令和８年度  久留米市後期高齢者医療事業特別会計予算  

 

 

 令和８年度久留米市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  ６，６２３，０００千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条  地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表  債

務負担行為」による。  

 

 

 

 

 

 

令和８年２月２５日提出  

 

 

福岡県久留米市長   原   口    新   五  
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第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 

 

事          項 期          間 限     度     額 

窓 口 業 務 委 託 料 令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 １ ３ 年 度 ま で 

千円 

 

１００，６００ 
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